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議案第５号 

   南房総市任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 南房総市任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  令和８年２月１２日提出 

南房総市長  石 井    裕   

 

   南房総市任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （南房総市任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第１条 南房総市任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年南房総市条例第３号）の

一部を次のように改正する。 

  第１条中「第４条」の次に「、第５条」を加える。 

  第６条を第７条とする。 

  第５条中「第２条又は第３条」を「第２条から第４条まで」に改め、「採用された職

員」の次に「又は短時間勤務職員」を加え、同条を第６条とする。 

  第４条中「前条第１項第１号」を「第３条第１項第１号」に改め、「により同条」の

次に「又は前条」を、「採用された職員」の次に「又は短時間勤務職員」を加え、「に

おいて、同条」を「であって、これら」に改め、同条を第５条とする。 

  第３条の次に次の１条を加える。 

  （短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

 第４条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第１項各号に掲げる業務のいずれかに従事

させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職

員を任期を定めて採用することができる。 

 ２ 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサー

ビスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、

又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合にお

いて、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運

営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用すること

ができる。 

 ３ 任命権者は、前２項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない
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時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理す

るため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することが

できる。 

  (1) 南房総市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年南房総市条例第３８

号）第１５条第１項に規定する介護休暇の承認 

  (2) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第１

項の規定による承認 

 （南房総市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第２条 南房総市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年南房総市条例第３８

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項の規定により採用された職員

及び南房総市任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年南房総市条例第３号）第

４条の規定により採用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の勤務

時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき

１週間当たり３１時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

  第３条中「定年前再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加

える。 

  第４条第２項本文中「定年前再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務

職員」を加え、同項ただし書中「育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職

員」を「育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員」に改める。 

  第１２条第１項第１号及び第４項中「育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間

勤務職員」を「育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員」に改める。 

 （南房総市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第３条 南房総市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年南房総市条例第３９号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

  (4) 南房総市任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年南房総市条例第３号）第
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４条第３項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員 

  第１４条の表第２０条第２項の項中「勤務割合」を「勤務時間条例第２条第３項又は

第４項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員又は当該任期付短時

間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数」に改める。 

  第１７条の２の表第２８条の４の項中「第２８条の４」を「第２８条の４第１項」に

改める。 

 （南房総市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第４条 南房総市一般職の職員の給与に関する条例（平成１８年南房総市条例第４９号）

の一部を次のように改正する。 

  第６条の２第１項中「（以下「勤務割合」という。）」を削り、同条第２項中「平成

２８年南房総市条例第３号」の次に「。以下「任期付職員条例」という。」を加え、同

条に次の１項を加える。 

 ３ 任期付職員条例第４条の規定により採用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」

という。）の給料月額は、前項の規定による給料月額に、勤務時間条例第２条第４項

の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

  第１６条第２項第２号及び第１７条第２項中「定年前再任用短時間勤務職員」の次に

「及び任期付短時間勤務職員」を加える。 

  第２０条第２項ただし書中「定年前再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時

間勤務職員」を加え、「勤務割合」を「勤務時間条例第２条第３項又は第４項の規定に

より定められた当該定年前再任用短時間勤務職員又は当該任期付短時間勤務職員の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数」に改める。 

  第２８条の４に次の１項を加える。 

 ２ 第６条第６項、第７条、第１２条、第１５条及び第２７条の規定は、任期付短時間

勤務職員には、適用しない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

 （準備行為） 
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２ 第１条の規定による改正後の南房総市任期付職員の採用等に関する条例第４条の規定

による短時間勤務職員の任期を定めた採用に関し必要な手続その他の行為は、この条例

の施行の日前においても行うことができる。 
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議案第５号  南房総市任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （南房総市任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）（第１条関係） 

 新旧対照表                                 （下線部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８

号。以下「法」という。）第３条第２項、第４条、

第５条、第６条第２項並びに第７条第１項及び第２

項の規定により、職員の任期を定めた採用に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

第２条、第３条  （略） 

 

 （短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

第４条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第１項各

号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公

務の能率的運営を確保するために必要である場合

には、短時間勤務職員を任期を定めて採用すること

ができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対し

て職員により直接提供されるサービスについて、そ

の提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供

体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは

充実した提供体制を維持する必要がある場合にお

いて、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に

従事させることが公務の能率的運営を確保するた

めに必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定

めて採用することができる。 

３ 任命権者は、前２項の規定によるほか、職員が次

に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短

時間勤務職員を当該職員の業務に従事させること

が当該業務を処理するため適当であると認める場

合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用するこ

とができる。 

 (1) 南房総市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成１８年南房総市条例第３８号）第１５条第

１項に規定する介護休暇の承認 

 (2) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１９条第１項の規定による

承認 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８

号。以下「法」という。）第３条第２項、第４条、

第６条第２項並びに第７条第１項及び第２項の規

定により、職員の任期を定めた採用に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

第２条、第３条  （略） 
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改  正  案 現     行 

 

 （任期の特例） 

第５条 法第６条第２項に規定する条例で定める場

合は、第３条第１項第１号に掲げる業務の終了の時

期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期さ

れた場合その他やむを得ない事情により同条又は

前条の規定により任期を定めて採用された職員又

は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な

場合であって、これらの規定により任期を定めて採

用した趣旨に反しないときとする。 

 

 （任期の更新） 

第６条 任命権者は、第２条から第４条までの規定に

より任期を定めて採用された職員又は短時間勤務

職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職

員の同意を得なければならない。 

 

第７条  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （任期の特例） 

第４条 法第６条第２項に規定する条例で定める場

合は、前条第１項第１号に掲げる業務の終了の時期

が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期され

た場合その他やむを得ない事情により同条の規定

により任期を定めて採用された職員の任期を延長

することが必要な場合において、同条の規定により

任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。 

 

 

 （任期の更新） 

第５条 任命権者は、第２条又は第３条の規定により

任期を定めて採用された職員の任期を更新する場

合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければな

らない。 

 

第６条  （略） 
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 （南房総市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）（第２条関係）   

 新旧対照表                                 （下線部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

第１条  （略） 

 

 （１週間の勤務時間） 

第２条  （略） 

２、３  （略） 

４ 地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条

第１項の規定により採用された職員及び南房総市

任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年南房

総市条例第３号）第４条の規定により採用された職

員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の勤

務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を

除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり３

１時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

５  （略） 

 

 （週休日及び勤務時間の割り振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割

り振らない日をいう。以下同じ。）とする。ただし、

任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必

要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれ

らの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間に

おいて週休日を設けるものとし、定年前再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、

日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日まで

の５日間において週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間にお

いて、１日につき７時間４５分の勤務時間を割り振

るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等につ

いては、１週間ごとの期間について、当該育児短時

間勤務等の内容に従い１日につき７時間４５分を

超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定

年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員については、１週間ごとの期間について、１日

につき７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものとする。 

 

第４条  （略） 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時

第１条  （略） 

 

 （１週間の勤務時間） 

第２条  （略） 

２、３  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  （略） 

 

 （週休日及び勤務時間の割り振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割

り振らない日をいう。以下同じ。）とする。ただし、

任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必

要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれ

らの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間に

おいて週休日を設けるものとし、定年前再任用短時

間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて

月曜日から金曜日までの５日間において週休日を

設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間にお

いて、１日につき７時間４５分の勤務時間を割り振

るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等につ

いては、１週間ごとの期間について、当該育児短時

間勤務等の内容に従い１日につき７時間４５分を

超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定

年前再任用短時間勤務職員については、１週間ごと

の期間について、１日につき７時間４５分を超えな

い範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

 

 

第４条  （略） 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時
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改  正  案 現     行 

間の割り振りを定める場合には、規則の定めるとこ

ろにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日

（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当

該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

にあっては８日以上の週休日）を設けなければなら

ない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の

必要（育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児

短時間勤務等の内容）により、４週間ごとの期間に

つき８日（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあって

は、８日以上）の週休日を設けることが困難である

職員について、市長と協議して、規則の定めるとこ

ろにより、４週間を超えない期間につき１週間当た

り１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等

にあっては、４週間を超えない期間につき１週間当

たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内

容に従った週休日）を設ける場合には、この限りで

ない。 

 

第５条～第１１条  （略） 

 

 （年次有給休暇） 

第１２条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休

暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号

に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日

数とする。 

 (1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２

０日（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあって

は、その者の勤務時間等を考慮し２０日を超えな

い範囲内で規則で定める日数） 

 (2) 、(3)  （略）  

２、３  （略） 

４ 前項の規定にかかわらず、１週間ごとの勤務日の

日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一で

ない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の単

位は、１時間とする。ただし、これにより難い場合

として規則で定める場合にあっては、規則で定める

間の割り振りを定める場合には、規則の定めるとこ

ろにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日

（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当

該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前

再任用短時間勤務職員にあっては８日以上の週休

日）を設けなければならない。ただし、職務の特殊

性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職員

等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）によ

り、４週間ごとの期間につき８日（育児短時間勤務

職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあって

は、８日以上）の週休日を設けることが困難である

職員について、市長と協議して、規則の定めるとこ

ろにより、４週間を超えない期間につき１週間当た

り１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等

にあっては、４週間を超えない期間につき１週間当

たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内

容に従った週休日）を設ける場合には、この限りで

ない。 

 

 

第５条～第１１条  （略） 

 

 （年次有給休暇） 

第１２条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休

暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号

に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日

数とする。 

 (1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２

０日（育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短

時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を

考慮し２０日を超えない範囲内で規則で定める

日数） 

 (2)、(3)  （略）  

２、３  （略） 

４ 前項の規定にかかわらず、１週間ごとの勤務日の

日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一で

ない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時

間勤務職員の年次休暇の単位は、１時間とする。た

だし、これにより難い場合として規則で定める場合

にあっては、規則で定める単位とする。 

8



 

 

改  正  案 現     行 

単位とする。 

５  （略） 

 

第１３条～第２０条  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  （略） 

 

第１３条～第２０条  （略） 
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 （南房総市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）（第３条関係）   

 新旧対照表                                 （下線部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

第１条  （略） 

 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

 (1)～(3)  （略） 

 (4) 南房総市任期付職員の採用等に関する条例（平

成２８年南房総市条例第３号）第４条第３項の規

定により任期を定めて採用された短時間勤務職

員 

 (5)  （略） 

 

第２条の２～第１３条  （略） 

 

 （育児短時間勤務等をしている職員についての給与

条例の特例） 

第１４条 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条

の規定による短時間勤務をしている職員について

の給与条例の規定の適用については、次の表の左欄

に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
   
   
   

第２０条第

２項 

定年前再任用短

時間勤務職員 

育児短時間勤務職員 

勤務時間条例第

２条第３項又は

第４項の規定に

より定められた

当該定年前再任

用短時間勤務職

員又は当該任期

付短時間勤務職

員の勤務時間を

同条第１項に規

定する勤務時間

で除して得た数 

算出率 

   
   
   

 

第１条  （略） 

 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

 (1)～(3)  （略） 

 

 

 

 

 (4)  （略） 

 

第２条の２～第１３条  （略） 

 

 （育児短時間勤務等をしている職員についての給与

条例の特例） 

第１４条 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条

の規定による短時間勤務をしている職員について

の給与条例の規定の適用については、次の表の左欄

に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
   
   
   

第２０条第

２項 

定年前再任用短

時間勤務職員 

育児短時間勤務職員 

勤務割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算出率 
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改  正  案 現     行 

第１５条～第１７条  （略） 

 

 （育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての

給与条例の特例） 

第１７条の２ 短時間勤務職員についての給与条例

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給

与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 
   
   
   

第２８条の

４第１項 

第６条第

６項、第

７条、第

１２条及

び第２７

条 

第１２条 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

短時間勤務職員（地方公務員

の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）

第１８条第１項の規定により

採用された同項に規定する短

時間勤務職員に限る。） 

 

第１８条～第２４条  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５条～第１７条  （略） 

 

 （育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての

給与条例の特例） 

第１７条の２ 短時間勤務職員についての給与条例

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給

与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 
   
   
   

第２８条の

４ 

第６条第

６項、第

７条、第

１２条及

び第２７

条 

第１２条 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

短時間勤務職員（地方公務員

の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）

第１８条第１項の規定により

採用された同項に規定する短

時間勤務職員に限る。） 

 

第１８条～第２４条  （略） 

 

  

11



 

 

 （南房総市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）（第４条関係）   

 新旧対照表                                 （下線部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

第１条～第６条  （略） 

 

第６条の２ 法第２２条の４第１項又は第２２条の

５第１項の規定により採用された職員（以下「定年

前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、

当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給

料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる

基準給料月額のうち、前条第３項の規定により当該

定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に

応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定によ

り定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額とする。 

 

２ 南房総市任期付職員の採用等に関する条例（平成

２８年南房総市条例第３号。以下「任期付職員条例」

という。）第３条の規定により採用された職員（以

下「任期付職員」という。）の給料月額は、当該任

期付職員に適用される給料表の任期付職員の項に

掲げる給料月額のうち、当該任期付職員の属する職

務の級に応じた額とする。 

３ 任期付職員条例第４条の規定により採用された

職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の

給料月額は、前項の規定による給料月額に、勤務時

間条例第２条第４項の規定により定められた当該

任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

とする。 

 

第７条～第１５条  （略） 

 

 （通勤手当） 

第１６条  （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じて、第１号及び第３号に掲げる職員にあっては

月の１日からその月以後の月の末日までの期間と

して規則で定める期間（以下この項において「支給

対象期間」という。）、第２号に掲げる職員にあっ

第１条～第６条  （略） 

 

第６条の２ 法第２２条の４第１項又は第２２条の

５第１項の規定により採用された職員（以下「定年

前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、

当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給

料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる

基準給料月額のうち、前条第３項の規定により当該

定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に

応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定によ

り定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数（以下「勤務割合」という。）を乗じて得

た額とする。 

２ 南房総市任期付職員の採用等に関する条例（平成

２８年南房総市条例第３号）第３条の規定により採

用された職員（以下「任期付職員」という。）の給

料月額は、当該任期付職員に適用される給料表の任

期付職員の項に掲げる給料月額のうち、当該任期付

職員の属する職務の級に応じた額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条～第１５条  （略） 

 

 （通勤手当） 

第１６条  （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じて、第１号及び第３号に掲げる職員にあっては

月の１日からその月以後の月の末日までの期間と

して規則で定める期間（以下この項において「支給

対象期間」という。）、第２号に掲げる職員にあっ
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改  正  案 現     行 

ては月の１日から末日までの期間につき、当該各号

に掲げる額とする。 

 (1)  （略） 

 (2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の

区分に応じて、それぞれ次に掲げる額（定年前再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

のうち、１箇月当たりの通勤回数を考慮して規則

で定める職員にあっては、その額から、その額に

規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額と

する。） 

  ア～ウ  （略） 

 (3)  （略） 

３  （略） 

 

 （時間外勤務手当） 

第１７条  （略） 

２ 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日にお

いて、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤

務の時間とその勤務をした日における正規の勤務

時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の

勤務に対する前項の規定の適用については、同項中

「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務

の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１

００分の１５０までの範囲内で規則で定める割合」

とあるのは、「１００分の１００」とする。 

３～５  （略） 

 

第１８条、第１９条  （略） 

 

 （特殊勤務手当） 

第２０条  （略） 

２ 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び

手当の額は、別表第８に定めるところによる。ただ

し、同表に規定する月額定めの手当を定年前再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に支給

する場合の手当額は、当該手当の額に勤務時間条例

第２条第３項又は第４項の規定により定められた

当該定年前再任用短時間勤務職員又は当該任期付

短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

ては月の１日から末日までの期間につき、当該各号

に掲げる額とする。 

 (1)  （略） 

 (2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の

区分に応じて、それぞれ次に掲げる額（定年前再

任用短時間勤務職員のうち、１箇月当たりの通勤

回数を考慮して規則で定める職員にあっては、そ

の額から、その額に規則で定める割合を乗じて得

た額を減じた額とする。） 

 

  ア～ウ  （略） 

 (3)  （略） 

３  （略） 

 

 （時間外勤務手当） 

第１７条  （略） 

２ 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間

が割り振られた日において、正規の勤務時間外にし

た勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日

における正規の勤務時間との合計が７時間４５分

に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適

用については、同項中「正規の勤務時間外にした次

の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１０

０分の１２５から１００分の１５０までの範囲内

で規則で定める割合」とあるのは、「１００分の１

００」とする。 

３～５  （略） 

 

第１８条、第１９条  （略） 

 

 （特殊勤務手当） 

第２０条  （略） 

２ 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び

手当の額は、別表第８に定めるところによる。ただ

し、同表に規定する月額定めの手当を定年前再任用

短時間勤務職員に支給する場合の手当額は、当該手

当の額に勤務割合を乗じて得た額とする。 
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改  正  案 現     行 

３、４  （略） 

 

第２１条～第２８条の３  （略） 

 

 （特定の職員についての適用除外） 

第２８条の４ 第６条第６項、第７条、第１２条及び

第２７条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員に

は、適用しない。 

２ 第６条第６項、第７条、第１２条、第１５条及び

第２７条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適

用しない。 

 

第２９条～第３７条  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３、４  （略） 

 

第２１条～第２８条の３  （略） 

 

 （特定の職員についての適用除外） 

第２８条の４ 第６条第６項、第７条、第１２条及び

第２７条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員に

は、適用しない。 

 

 

 

 

第２９条～第３７条  （略） 

 

 

14



   附 則（抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

 （準備行為） 

２ 第１条の規定による改正後の南房総市任期付職員の採用等に関する条例第４条の規定

による短時間勤務職員の任期を定めた採用に関し必要な手続その他の行為は、この条例

の施行の日前においても行うことができる。 
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